
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

後漢の少数民族統御官に関する一考察

小林, 聡
九州大学大学院文学研究科

https://doi.org/10.15017/24603

出版情報：九州大学東洋史論集. 17, pp.95-116, 1989-01-25. 九州大学文学部東洋史研究会
バージョン：
権利関係：



後
漢

の
少
数
民
族
統
御
官
に
関
す
る

一
考
察

小

林

聡

は
じ
め
に

一
、
持
節
領
護
官
の
布
置
と
そ
の
背
景

二
、
度
遼
将
軍
の
設
置

三
、
後
漢
中
葉
以
降
の
新
展
開

お
わ
り
に

は

じ

め

に

二
百
年
に
わ
た
る
後
漢
時
代
を
い
か
に
把
握
す
る
べ
き
か
《
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
よ
り
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ

て
き
た
が
、
い
ま
だ

共
通
の
時
代
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
従
来
よ
り
、
六
朝
時
代

の
萌
芽
を
後
漢
に
求
め
る
研
究
が
多

い
が
、
近
年

前
漢
後
期
と

の
関
連
性
が
説
か
れ
る
よ
う
に
も
な

っ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
二
百
年
の
間
、
幾
多

の
政
治
的
、
社
会
的
危
機

に
直
面
し
な
が
ら
も

統

一
王
朝
と
し
て
の
体
裁
を
維
持
し
続
け
た
事
実
を
み
る
と
き
、
後
漢
政
権
の
持

つ
独
自

の
史
的
意
義
を
認
め
ね
ば
な
る
ま

い
。

後
漢
時
代

の
重
要
な
特
徴
の

一
つ
と
し
て
、
王
朝
と

「周
辺
」
少
数
民
族
と
の
か
か
わ
り
の
深
化
と

い
う
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。

一
般
的
に
言

っ

て
、
前
漢
、
後
漢
を
通
じ
て
、
「周
辺
」
諸
民
族
は
後
世
に
顕
著
に
な

っ
た
よ
う
な
民
族
的
自
覚
を
促
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
国
家

形
成
は
み
ら
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
未
熟
な
段
階
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。
か
か
る
状
況
で
は
国
家
権
力
相
互
の
成
熟
し
た
関
係
は
成
立
し
な
い
。

加
え
て
後
漢
期
に
は
諸
民
族
の
大
規
模
な
塞
内
移
住
が
あ
り
、
朝
廷
は
専
任
の
官
吏
を
常
駐
さ
せ
て
彼
ら
の
監
視
、
統
御
を

お
こ
な
い
、
王
朝
国

家
の

一
部
分
と
し
て
彼
ら
を
扱
う
に
至

っ
た
。



と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
諸
民
族
の
塞
内

へ
の
移
住
は
、
後
漢
社
会
の
多
様
性
を
生
み
出
す

一
要
因
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
王
朝
の
統
御
を
受
け
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
主
と
し
て
軍
事
面
で
国
家
権
力
の

一
部
を
為
す
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
こ
と
も
含
め
て
整
然
た
る
内
臣

・
外
臣
構
造
で
は
処
理

で
き
な
い
よ
う
な
社
会
が
生
ま
れ
た
。
彼
ら
に
対
す
る
統
御
は
王
朝
存
立
に
か
か
わ
る
問
題
と
な

っ
た
が
、
後
漢
王
朝
は
統
御
の
失
敗
が
直
接
の

原
因
と
な

っ
て
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
王
朝
と

「周
辺
」
諸
民
族
と

の
関
係
を
取
り
持
ち
、
漢
末
に
至
る
ま
で
王
朝
を

支
え
た
統
御
機
構
の
史
的
意
義
を
改
め
て
評
価
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
上
述
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る

一
歩
と
し
た
い
。

　
コ

　

具
体
的

に
は
、
複
雑
な
後
漢

の
少
数
民
族
統
御
機
構

の
う
ち
、
最
上
級
レ
ヴ

ェ
ル
に
位
置
す
る
持
節
領
護
官
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

ロ
　

　

こ
の
う
ち
使
匈
奴

中
郎
将
、
護
烏
桓
校
尉
、
戊
己
校
尉
と

い
っ
た
諸
官
に

つ
い
て
は
既
に
先
学
の
論
及
が
あ
る
が
、
後
漢
史

の
流
れ
の
中
で
の
性

格

の
変
化

は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
持
節
領
護
官
の
中
で
も
最
も
重
要
な
存
在
で
あ

っ
た
度
遼
将
軍
に

つ
い
て
は
従
来
や
や
軽
視

さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
本
稿
で
は
以
上
の
点
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
持
節
領
護
官
の
史
的
展
開
を
度
遼
将
軍
を
中
心
に
し
て
考
察
し
た
い
。

持

節

領

護

官

の
布

置

と

そ

の

背

景

漢
代
の
少
数
民
族
統
御
組
織
は
多
様
で
あ
り
、
県
と
同
格
の
道
、
郡
の

一
部
を
為
す
部
都
尉

の
管
轄
区
域
、
及
び
後
者

か
ら
発
展
し
た
属
国
と

い
っ
た
行
政
区
画
が
前
漢
武
帝
期
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
。
さ
ら
に
武
帝
以
後
に
は
、
匈
奴

に
対
す
る
包
囲
網

の
形
成
と

い
う
大
目
的
の
た
め
に
、

　
ヨ

　

特
定
の
管
轄
区
域
を
持
た
な

い
、
よ
り
積
極
的
性
格
を
持

つ
諸
官
が
設
置
さ
れ
る
。
使
匈
奴

中
郎
将
、
護
烏
桓
校
尉
、
護
羌

校
尉
、
西
域
都
護
、

戊
己
校
尉
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
漢
期
、
王
莽

期
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
官
は
、
塞
外
諸
民
族
に
対
す
る
外
交
使
節
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
、

　
る

　

彼
ら
に
対
す
る
実
質
的
な
統
御

.
支
配
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
見
倣
し
難
い
。
か
か
る
状
況
が

一
変
す
る
の
は
新
末
の

「
四
夷
内
侵
」
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
辺
境
地
域
で
は
漢
人
と
少
数
民
族
の
雑
居
が

一
般
化
し
、
こ
の
時
期
の
群
雄
の

一
部
に
は
匈
奴

・
鳥
桓

・
莞
と

い
っ
た
諸
民
族
の
軍

　
ら

　

事
力
を
導
入
し
て
、
建
国
ま
も
な
い
後
漢
王
朝
に
対
抗
す
る
も
の
も
あ

っ
た
。
建
武
十
年
代
に
は
後
漢
王
朝
は
中
国
主
要
部
を
制
圧
す
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
こ
れ
は
同
時
に
、
多
様
な
民
族
を
そ
の
領
域
内
に
抱
え
込
む
こ
と
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

漢
代
に
於
て
、
「周
辺
」
民
族
に
対
し
て
官
吏
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
統
御
す
る
た
め
の
前
提
条
件
は
、
外
臣
た
る
諸
民

族
君
主
の
皇
帝
に
対
す

る

「
内
属
」
で
あ
る
。
「内
属
」
に
つ
い
て
、
『漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽

伝
に
、

(王

)
莽
既
致
太
平
、
北
伐
匈
奴

、
東
致
海
外
、
南
懐
黄
支
、
唯
西
方
未
有
加
。
廼
遣
中
郎
将
平
憲
等
、
多
持
金
幣
誘
塞
外
完
、
使
献
地
願



内
属
。
憲
等
奏
言
、
莞
豪
良
願
等
種
人
口
可
万
二
千
人
、
願
為
内
臣
、
献
鮮
水
海

・
允
谷

・
塩
池
平
地
美
草
予
漢
民
、
自
居
険
阻
処
為
藩
蔽
、

問
良
願
降
意
。
対
日
、
…
…
宜
以
時
処
業
、
置
属
国
領
護
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
は

「内
属
」
↓
内
臣
化
↓

「領
護
」
機
構
の
設
置
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
良
願
以
下
の

　
　

　

莞
族
は
文
字
通
り
の
内
臣
に
な

っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
秦
代
の

「臣
邦
」

の
系
譜
を
ひ
く
、
内
臣
と
外
臣
の
中

間
的
な
性
格
を
持

っ
た

属
国
に
居
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
広
義

の
内
臣
と

い
う
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
。
後
漢
期
に
も
こ
の
原
則

は
変
わ
ら
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
加
え
て
後
漢
期
に
は

「周
辺
」
諸
民
族
の
郡
県
制
施
行
地
域

へ
の
移
住
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
道
や
属
国
の
よ
う
な
特
殊
行

政
区
画
の
設
定

の
み
で
は
対
応
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ
と
と
も
に
前
述
の
使
匈
奴

中
郎
将
以
下
の
諸
官
は
前
代
と
は
性
格
を
変
え

つ
つ
も
重
要
な

存
在
と
な

っ
て
い
っ
た
と

い
え
よ
う
。
以
下
北
方
、
西
方
諸
地
域
に
つ
い
て
、
後
漢
初
期
の
状
況
を
概
観
し
て
み
る
。

ま
ず
新

末
群
雄

の

一
人
院
鷺
の
拠

っ
て
い
た
涼
州
で
は
、
『後
漢
書
』
巻
十
五
、
来
獄
伝

(以
下
、
特
に
こ
と
わ
ら
な

い
か
ぎ
り
、
引
用
史
料

は

『後
漢
書
』
で
あ
る
。
)
に
、

初
王
莽
世

、
莞
虜
多
背
叛
、
而
院
鴛
招
懐
其
酋
豪
、
遂
得
為
用
。
及
鷺
亡
後
、
五
難

・
先
零
諸
種
数
為
冠
掠
、
皆
営
壷
自
守
、
州
郡
不
能
討
。

と
あ
り
、
完
族
を
取
り
込
ん
だ
随
鷺
政
権
消
滅

(西
暦
三
三
年
)
後
、
後
漢
政
府
は
完
族
を
制
し
得
な
か

っ
た
如
く
で
あ

る
。
こ
の
時
期

の
こ
と

と
し
て
、
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
に
、
班
彪
の
上
言
を
載
せ
て
、

今
涼
州
部
皆
有
降
完
、
莞
胡
被
髪
左
推
、
而
与
漢
人
雑
処
、
習
俗
既
異
、
言
語
不
通
、
数
為
小
吏
鮎
人
所
見
侵
奪
、
窮
志
無
柳
、
故
致
反
叛
。

と
あ
り
、
涼
州
に
お
け
る
漢
人
と
莞
族
の
雑
居
が
指
摘
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
来
る
軋
櫟
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
涼
州
平
定
と
と
も
に
護
羌

校

尉
が
設
置

さ
れ
、
「営
塾
自
守
」
す
る
莞
族
の
招
撫
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
翌
年
、
任
官
者
の
牛
耶
が
死
去
す
る
と
こ
の
官

は
廃
止
さ
れ
て
し
ま

っ

た
。
そ
の
後
、
明
帝
永
平
元

(
五
八
)
年
に

一
時
的
に
再
置
さ
れ
た
が
再
び
廃
止
さ
れ
、
章
帝
建
初
元

(七
六
)
年
に
呉
裳
が
任
ぜ
ら
れ
て
以
降
、

よ
う
や
く
常
置
官
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
後
述
の
護
烏
桓
校
尉

・
使
匈
奴

中
郎
将
が
建
武
末
年
に
相

つ
い
で
常
置
化
さ
れ
た

の
と
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
伊
瀬
仙
太
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
莞
族
は
高
山
が
連
な
る
涼
州
西
辺
で
多
数

の

「種
」
に
分
か

れ
て
互
い
に
対
立
し

つ

ら
　

　

　
　

　

っ
生
活
し

て
お
り
、
後
漢
初
期
に
は
反
乱
を
起
こ
し
て
も
局
地
的
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、
莞
族
全
体
に
対
す
る
包
括
的
な
統
御
の
た
め
の
官
を

置
く
必
要
を
、
章
帝
以
前
の
後
漢
政
府
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
北
辺
で
は
、
井
州
北
方
に
拠
り
、
匈
奴

と
結
ん
で
い
た
盧
芳
が
建
武
十
八

(
四
二
)
年
に
至

っ
て
匈
奴

に
亡
命

し
た
が
、
建
武
初
年
以



　
　

り

来
上
谷
、
代
郡
、
雁
門
、
定
嚢
、
雲
中
、
五
原
、
朔
方
、
北
地
の
八
郡
が
放
棄
さ
れ
て
お
り
、
な
お
も
匈
奴

の
侵
掠
を
受
け

「北
辺
復
た
寧
歳
無

へ
い

　
し
」
と

い
う
状
況
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
建
武
二
十
二

(
四
六
)
年

の
単
于
輿

の
死
後
、
後
継
者
争

い
が
起
こ
り
、
翌
々
年
に
な

っ
て
日
逐
王
比
及

び
八
部

大
人
が
五
原
塞
下
に
至

っ
て
漢
の
藩
屏
と
な
る
こ
と
を
請
う
た
。
所
謂
匈
奴

の
南
北
分
裂
で
あ
る
。
こ
の
事
件

を
境
に
東

ア
ジ
ア
情
勢
は

一
変
す

る
。
匈
奴

分
裂
の
遠
因
は
こ
の
時
期
連
続
し
た
自
然
災
害
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
巻
九
十
、
烏
桓
伝
に
、

(建
武
)
二
十
二
年
、
匈
奴

国
乱
、
烏
桓
乗
弱
撃
破
之
。
匈
奴

転
北
徒
数
千
里
、
漠
南
地
空
。

と
あ
る
よ
う
な
匈
奴

の
国
情
不
安
に
つ
け
入

っ
た
烏
桓
の
台
頭
が
加
わ
り
、
匈
奴

の
北
方
に
お
け
る
覇
権
そ
の
も
の
が
危
う
く
な

っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
後
漢
は
日
逐
王
比
の

一
派
、
す
な
わ
ち
南
匈
奴

と
烏
桓
を
自
ら
の
藩
屏
と
し
、
辺
郡
に
移
住
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
北
匈
奴

の

孤
立
を
図

っ
た
。
ま
ず
、
『三
国
志
』
魏
書
巻
三
十
、
烏
丸
伝
斐
松
之
注
に
引
く
王
沈

『魏
書
』
に
、

建
武
二
十
五
年
、
烏
丸
大
人
邨
丹
等
九
千
余
人
率
衆
詣
閾
、
封
其
渠
帥
為
侯
王
者
八
十
余
人
、
使
居
塞
内
、
布
列
遼
東
属
国

・
遼
西

・
右
北

平

・
漁
陽

・
広
陽

・
上
谷

・
代
郡

・
雁
門

・
太
原

・
朔
方
諸
郡
界
、
招
来
種
人
、
給
其
衣
食
、
置
校
尉
以
領
護

之
。
遂
為
漢
偵
備
、
撃
旬

奴

・
鮮
卑
。

と
あ
り
、
建
武
二
十
五

(四
九
)
年
に
烏
桓
族
の
内
徒
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
内
徒
先
の
う
ち
、
上
谷
、
代
郡
、
雁
門
、
朔
方
は
前
述
の
よ
う
に
こ

の
時
点

で
は
放
棄
さ
れ
、
漢
人
の
居
住
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
。

一
方
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
建
武
二
十
六
年
の
こ
と
と
し
て
、

南
単
于

既
居
西
河
、
亦
列
置
諸
部
王
、
助
為
拝
戌
。
使
韓
氏
骨
都
侯
屯
北
地
、
右
賢
王
屯
朔
方
、
当
干
骨
都
侯
屯

五
原
、
呼
行
骨
都
侯
屯
雲

中
、
郎
氏
骨
都
侯
屯
定
嚢
、
左
南
将
軍
屯
雁
門
、
栗
籍
骨
都
侯
屯
代
郡
、
皆
領
部
衆
為
郡
県
偵
羅
耳
目
。

と
あ
り
、
南
匈
奴

の
内
徒
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
八
郡
の
う
ち
西
河
以
外
は
全
て
防
衛
線
の
外
に
あ

っ
た
地
域
で
あ
る
。

建
武
二
十
二
年

の
烏
桓
の
匈
奴

侵
攻
が
原
因
と
な

っ
て
生
じ
た

「漠
南

の
地
、
空
と
な
る
」
と
表
現
さ
れ
る
内
蒙
古
の
政
治
的
空
白
が
、
放
棄
さ

れ
て
い
た
辺
郡
の
回
復
を
可
能
に
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
辺
郡
に
ま
ず
内
属
諸
民
族
を
徒
し
、
北
匈
奴

に
対
す
る

「偵
羅
耳
目
」
と
し
た
後
、
巻

一
下
、
光
武
帝
紀
、
建
武
二
十
六
年
条
に
、

雲
中

・
五
原

・
朔
方

・
北
地

・
定
嚢

・
雁
門

・
上
谷

・
代
八
郡
民
帰
於
本
土
。
遣
謁
者
分
将
施
刑
補
理
城
郭
。
発
遣
辺
民
在
中
国
者
、
布
還

諸
県
、
皆
賜
以
装
銭
、
転
輸
給
食
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
年
以
降
漢
人
の
再
移
住
も
お
こ
な
わ
れ
、
行
政
組
織
も
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
北
辺
諸
郡
は
漢
人
、
南
匈
奴

、



烏
桓

の
三
民
族
が
雑
居
す
る
地
域
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
ロ

　

こ
の
よ
う
な
地
域
の
統
治
組
織
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
光
武
帝
は
建
武
初
頭
に
郡
都
尉
及
び
郡
兵
を

廃
止
し
た
が
、
辺
境
で

　
ね
ヒ

は
事
情
を
異

に
し
、
「
唯
だ
辺
郡
往
々
に
し
て
都
尉
及
び
属
国
都
尉
を
置
く
」
と

い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
、
南
匈
奴

、
烏
桓

の
徒
住
地

　
ロ

　

域
に
は
部
都
尉
や
属
国
都
尉
が
置
か
れ
て
い
た
形
跡
は
遼
東
西
部
都
尉
と
そ
の
後
身
た
る
遼
東
属
国
、
及
び
西
河
属
国
を
除
い
て
存
在
し
な

い
。

そ
も
そ
も
後
漢
期
の
属
国
都
尉
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
涼
州
、
益
州
に
集
中
し
、
か
つ
そ
の
設
置
は
莞
族
、
西
南
夷
の
活
動
が
激
し
く
な

っ
た
安
帝

へ
け

レ

期
以
降
の
も

の
が
多

い
。
し
た
が

っ
て
南
匈
奴

、
烏
桓
の
徒
住
に
対
す
る
部
都
尉
や
属
国
都
尉
の
設
置
は
原
則
と
し
て
な
さ
れ
な
か

っ
た
と

い
っ

て
よ
か
ろ
う

。

辺
郡
に
お
け
る
少
数
民
族
に
関
す
る
職
務
を
担
当
し
た
官
吏
に
は
長
史
が
あ
る
。
長
史
に
つ
い
て
は

『続
漢
書
』
巻
二
十
八
、
百
官
志
五
に
、

郡
当
辺
戌
者
、
丞
為
長
史
。

と
あ
る
が
、
そ
の
李
賢
注
に
引
く

『古
今
注
』
に
、

(建
武

)
十
四
年
、
罷
辺
郡
太
守
丞
、
長
史
領
丞
職
。

と
あ

っ
て
、

こ
れ
か
ら
も
と
も
と
丞
と
併
置
さ
れ
て
い
た
長
史
は
建
武
十
四
(三
八
)年
に
至
り
、
丞
の
廃
止
に
と
も
な

い
そ
の
職
務
を
吸
収
し
、

軍
事
、
行
政
を
兼
掌
す
る
大
き
な
権
限
を
持

つ
官
吏
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
「
往
々
に
し
て
」
設
置
さ
れ
て
い
た
部
都
尉
、
属
国
都
尉

と
違

い
、
常
備
兵
力
を
有
す
る
辺
郡
に
は
あ
ま
ね
く
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
南
匈
奴

と
烏
桓
の
徒
住

地
域
に
も
長
史
が
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、幽
、
平
、
涼
州
に
お
い
て
長
史
が
太
守
か
ら
独
立
し
て
主
に
少
数
民
族
対
策
に
従
事
し
て
い
る
例
が
あ
る
(後
述
)。

ま
た
、

長
史
以
外
に
は
巻
九
十
、
烏
桓
伝
に
、

時
司
徒

橡
班
彪
上
言
、
烏
桓
天
性
軽
鮎
、
好
為
冠
賊
、
若
久
放
縦
而
無
総
領
者
、
必
復
侵
掠
居
人
、
但
委
主
降
橡
史
、
恐
非
所
能
制
。

と
あ
り
、
主
降
橡
史
な
る
官
吏
も
存
在
す
る
が
、
こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
郡
の
属
官
で
は
広
範
囲
の
居
住
地
域
を
持

つ
民
族
に
は
対
応
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
長
史
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
行
政
区
画
に
拘
束
さ
れ
な
い
持
節
領
護
官

の
設
置
が
必
要
と
な

っ

て
く
る
。

ま
ず
、
建
武
二
十
五
年
、
班
彪
の
上
言
に
よ
り
、
「附
集
に
益
あ
り
、
国
家

の
辺
盧
を
省
」
く
よ
う
期
待
さ
れ
て
護
烏

桓
校
尉
が
上
谷
郡
寧
城

ハ
め

　

に
置
か
れ
、
「営
府
を
開
き
、
鮮
卑
を
併
領
」
す
る
と
と
も
に
賞
賜
、
質
子
、
互
市
等
の
業
務
を
管
轄
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。



一
方

、
使
匈
奴

中
郎
将
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
や
や
問
題
を
残
す
。
中
郎
将
の
匈
奴

へ
の
派
遣
そ
の
も
の
は
前
漢
期
に
既
に
例
が
あ
り
、
後
漢

　
め

　

初
頭
で
は
、
建
武
六
年
、
十
四
年
、
二
十
二
年
に
そ
れ
ぞ
れ
匈
奴

の
遣
使
奉
献
に
応
え
て
中
郎
将
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
外
交
使
節

の
域
を

出
な
い
。
建
武
二
十
五
年
に
至
り
、
南
匈
奴

単
子
比
が
遣
使
し
て
臣
を
称
し

「使
者

の
監
護
」
を
求
め
る
と
、
こ
れ
に
応
え
て
朝
廷
は
明

年
、
中
郎
将
段
椰
を
遣
し
た
。
結
果
か
ら
い
え
ば
、
梛
が
持
節
領
護
官
た
る
使
匈
奴

中
郎
将
に
な
る
の
だ
が
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
遣
使
時

の
こ
と

を
伝
え
て
、

遣

中
郎
将
段
榔
、
副
校
尉
王
郁
使
南
単
于

、
立
其
庭
、
去
五
原
塞
八
十
里
。
単
于

乃
延
迎
使
者
。
使
者
日
、
単
于

当
伏
拝
受
詔
。
単
子
顧
望

有

頃
、
乃
伏
称
臣
。
拝
詑
、
令
訳
暁
使
者
日
、
単
于

新
立
、
誠
暫
於
左
右
、
願
使
者
衆
中
無
相
屈
折
也
。

と
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
榔
は

「使
者
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
椰
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
南
匈
奴
単
于

の
後
漢
に
対
す
る

「臣
礼
」

の
確
認
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
単
于

は
雲
中
に
入
居
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
と
も
に
安
集
橡
が
中
郎
将
の
下
に
置
か
れ
、
弛
刑
五
十
名
を
率

い

　レ
　

て
兵
弩

を
持
し
て
単
于

の
居
処
に
随
い
、
辞
訟
に
参
じ
、
動
静
を
察
」
せ
し
め
た
と

い
い
、
南
匈
奴

に
対
す
る
監
視
が
始
ま

っ
た
が
、
中
郎
将

の

「監
護
」
は
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
段
椰
は
単
な
る

「使
者
」

の
ま
ま
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
年
冬
、
北
匈
奴

の
圧
迫
に
よ
り
南
匈
奴

単

干
の
雲
中
居
住
が
危
険
に
な
る
と
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
、

於
是
復
詔
単
于

徒
居
西
河
美
稜
、
因
使
中
郎
将
段
椰
及
副
校
尉
王
郁
留
西
河
擁
護
之
、
為
設
官
府
、
従
事
、
橡
史
。
令
西
河
長
史
歳
将
騎
二

千

・
弛
刑
五
百
人
、
助
中
郎
将
衛
護
単
于

、
冬
屯
、
罷
。
自
後
以
為
常
、
及
悉
復
縁
八
郡
。

と
あ
り
、
黄
河
の
南
、
西
河
郡
美
穫
に
南
匈
奴
単
于

を
徒
住
さ
せ
、
ま
た
前
出
史
料
に
み
た
よ
う
に
、
北
地
、
朔
方
、

五
原
、
雲
中
、
定
嚢
、
雁

門
、
代
郡
に
部
族
長
ク
ラ
ス
に
部
衆
を
率

い
て
分
居
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
大
規
模
な
塞
内
移
住
と
同
時
に
、
中
郎
将
に
初
め
て

「
擁

護
」

の
任
務
が
与
え
ら
れ
、
官
府
と
属
僚
の
設
置
、
す
な
わ
ち
常
置
化
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
段
椰
は

一
年

の
問
に

「使
者
」
と
し
て

の
中
郎
将
か
ら
、
常
置
の
持
節
領
護
官
と
し
て
の
使
匈
奴

中
郎
将

へ
と
転
化
を
遂
げ
た
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
短
期
間
と
は
い
え
、
南
旬

ハ　
　

奴
に
対
す
る
統
御
が
段
階
的
に
進
め
ら
れ
た
理
由
は
、
後
漢
初
以
来
、
匈
奴

と
の
関
係
が
臨
対
関
係
に
戻

っ
て
い
た
た
め
、
ス
ト
レ
ー
ト
な

「
内

属
」
に
至
る
の
に
障
害
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
に
班
彪
の
上
言
を
載
せ
て
、

旧
制
益
州
部
置
蛮
夷
騎
都
尉
、
幽
州
部
置
領
烏
桓
校
尉
、
涼
州
部
置
護
羌

校
尉
、
皆
持
節
領
護
。

　ハ
　

と
あ
り
、
蛮
夷
騎
都
尉
、
領
烏
桓
校
尉
、
護
羌

校
尉
が
並
記
さ
れ
て
い
る
が
、
使
匈
奴

中
郎
将
に
は
言
及
が
な

い
の
は
、
匈
奴

が
本
来

「領
護
」



さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
理
解
が
あ

っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、
建
武
二
十
五

・
二
十
六
年
に
は

「内
属
」
し
て
き
た
南
匈
奴

、
烏
桓
に
対
し
、
各

々
持
節
領
護
官
が
設
置
さ
れ
、
行
政
区
画
に
と

ら
わ
れ
な
い
統
御
体
制
が
整

っ
た
。
で
は
、
持
節
領
護
官
と
各
郡
と
の
関
係
は
ど
う
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
郡
に
お
い
て
少
数
民
族
対

策
に
あ
た

っ
た
の
は
、
前
述
の
如
く
長
史
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
と
持
節
領
護
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
史
料
と
し

て
、
巻
八
十
九
、
南

匈
奴

伝
に
前

引
し
た
よ
う
に

「西
河
長
史
を
し
て
歳
に
騎
二
千
、
弛
刑
五
百
人
を
将
い
て
中
郎
将
を
助
け
て
単
于
を
衛
護
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、

一
九
七
二
年

に
発
見
さ
れ
た
和
林
格
爾

の
後
漢
壁
画
墓

の
壁
画
に
、
護
烏
桓
校
尉
在
任
中
の
墓
主
の
車
馬
出
行
図
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
雁
門
長

　
　
　

史

前
述

の
如
く
、
雁
門
に
は
建
武
二
十
五
年
以
来
烏
桓
が
居
住
し
て
い
る

が
墓
主

の

一
行
を
先
導
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
護
烏
桓
校
尉
の
雁
門
郡
視
察

の
折
の
情
景
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
、

(永
和

)
五
年
夏
、
南
匈
奴

左
部
句
龍
王
吾
斯

・
車
紐
等
背
畔
、
率
三
千
余
騎
冠
西
河
、
因
復
招
誘
右
賢
王
、
合
七
千

騎
美
稜
、
殺
朔
方

・

代
郡
長
史
。

と
あ
り
、
使
匈
奴

中
郎
将
の
治
所
で
あ
る
西
河
郡
美
稜
に
朔
方
、
代
郡
の
長
史
が
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
使
匈
奴

中
郎
将
と
両

長
史
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
例
の
み
か
ら
軽
々
し
く
判
断
で
き
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、

持
節
領
護
官

は
担
当
民
族
の
統
御
に
関
し
て
、
各
郡

の
長
史
を
指
揮
監
督
し
得
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

当
然
護
羌

校
尉
に
つ
い
て
も

長
史
と

の
関
係
を
示
唆
す
る
史
料
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
見
あ
た
ら
な
い
が

同
様

で
あ

っ
た
ろ
う
。

二

度

遼

将

軍

の

設

置

前
節
で
は
光
武
年
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
塞
内
に
移
住
し
た
諸
民
族
に
対
す
る
統
御
体
制
の
整
備
過
程
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
よ
り

「
偵
羅
耳
目
」

と
し
て
両
民
族
を
辺
郡
に
配
置
し
北
匈
奴

を
孤
立
化
さ
せ
る

一
連

の
政
策
が

一
応
完
成
さ
れ
た
。
明
帝
即
位
直
後
の
こ
と
と

し
て
、
巻
二
十
、
祭

形
伝
に
、

形
之
威
声
暢
於
北
方
、
西
自
武
威
、
東
尽
玄
菟
及
楽
浪
、
胡
夷
皆
来
内
附
、
野
無
風
塵
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
遼
東
太
守
祭
形
個
人
の
功
績
と
い
う
よ
り
は
、
建
武
以
来
の
北
辺
政
策

の
成
果
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
武
帝
末
年
、

ハ
お

　

元
勲
層
の
北
伐
論
を
帝
が
採
用
し
な
か

っ
た
点
を
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
帝
の
政
策
の
積
極
的
、
攻
撃
的
性
格
は
希
薄
で
あ

る
と
い
え
る
。



光
武
帝

を
嗣
い
だ
明
帝
は
、
即
位
後

一
転
し
て
積
極
策
を
採
る
。'
そ
の
官
制
面
で
の
象
徴
が
度
遼
将
軍
の
設
置
で
あ
る
。
以
下
、
度
遼
将
軍
設

置
を
め
ぐ
る
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。

建
武
二
十
七

(
五

一
)
年
、
孤
立
し
た
北
匈
奴

が
後
漢
に
和
親
を
求
め
て
き
た
時
、
当
時
皇
太
子
で
あ

っ
た
明
帝
は
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝

に
よ
れ
ば

、

皇
太

子
言
日
、
南
単
于

新
附
、
北
虜
催
於
見
伐
、
故
傾
耳
而
聴
、
争
欲
帰
義
耳
。
今
未
能
出
兵
、
而
反
交
通
北
虜
、
臣
恐
南
単
于

将
有
二
心
、

北
虜
降
者
且
不
復
来
矣

。

と
、
和
親

の
受
け
入
れ
に
反
対
し
た
と

い
う
。
と
こ
ろ
が
、
即
位
後

の
永
平
七

(六
四
)
年
に
な
り
、
北
匈
奴

が
交
易
を
求
め
て
来
る
と
、
こ
れ

を
許
可
し
た
。
こ
の
時
の
事
情
を
伝
え
て
、
同
伝
に
、

時
北
匈
奴

猶
盛
、
数
冠
辺
、
朝
廷
以
為
憂
。
会
北
単
于

欲
合
市
、
遣
使
求
和
親
、
顕
宗
翼
交
通
、
不
復
為
冠
、
乃
許
之
。

と
あ
る
。
南
北
分
裂
後
、
北
匈
奴

は
し
き
り
に
後
漢
に
遣
使
し
た
が
、
後
漢
側
に
和
親
を
拒
否
さ
れ
る
と
、
以
後
、
西
域
に
勢
力
を
拡
晦
、
さ
ら

に
後
漢
に
も
侵
攻
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
後
漢
と
し
て
は
北
匈
奴

の
国
力
回
復
に
対
し
何
ら
か
の
接
触
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
と

い

う
事
情
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
引
の
皇
太
子
時
代

の
明
帝
の
上
言
に
あ
る
よ
う
に
、
北
匈
奴

と
の
和
親
は
、
既
に
後
漢
辺
境
防
衛
組
織
に
不
可

欠
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
南
匈
奴

の
不
信
を
招
く
と
し
て
、
従
来
よ
り
反
対
意
見
が
多
か

っ
た
。
永
平
八
年
段
階
に
於

い
て
も
、
巻
四
十
下
、
班

固
伝
に
固

の
上
言
を
載
せ
て
、

永
平

八
年
、
復
議
之

(
北
匈
奴

と
の
和
親
問
題
を
指
す
)。
而
廷
争
連
日
、
異
同
粉
回
、
多
執
其
難
、
少
言
其
易
。
先
帝
聖
徳
遠
覧
、
謄
前

顧
後
、
遂
復
出
使
、
事
同
前
世
。

と
あ
り
、
和
親
反
対
が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
明
帝
が
か

つ
て
の
自
説
を
撤
回
し
て
和
親
策
に
転
じ
た
理
由
は
、
北
匈
奴

の

復
興
と

い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
あ
え
て
推
測
す
る
な
ら
ば
、
前
引
、
皇
太
子
時
代
の
上
言
中
の

「
今
だ
能
く
兵
を
出
だ
さ
ず
、
反

っ
て

北
虜
と
交
通
す
れ
ば
、
臣
南
単
子
の
将
に
二
心
あ
ら
ん
と
す
る
を
恐
る
」
と

の

一
節
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
逆
に
考
え
れ
ば
、

「能
く
兵
を
出
だ
す
」
だ
け
の
力
、
す
な
わ
ち
北
方
に
お
い
て
後
漢
が
プ
レ
ゼ

ン
ス
を
有
す
る
だ
け
の
軍
事
力
が
あ
れ
ば

、
南
匈
奴

の
不
満
を
抑

え
て
北
飼
奴
と
も
交
渉
を
持
ち
得
る
と
明
帝
は
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

後
漢
全
体

の
国
力
は
こ
の
頃
に
は
相
当
回
復
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
光
武
帝
治
世
中
期
に
お
い
て
は
、
建
武
十
六

(四
〇
)
年
、
青
、
徐
、



幽
、
翼
四
州
を
中
心
と
し
た

「
郡
国
の
大
姓
、
兵
長
、
群
盗
」

の
跳
梁
に
対
し
て
厳
し
い
摘
発
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ

の
後
も
各
地
で
反
乱
が

散
発
し
て
お
り
、
朝
廷
は
そ
の
鎮
圧
に
暇
が
な
か

つ
煙
。
建
武
+
九

(
四
三
)
年
に
函
谷
関
都
尉
を
+
年
ぶ
り
に
復
置
し

て
い
憂
の
も
世
情
不
安

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
建
武
二
十
年
代
も
南
匈
奴

、
烏
桓
の
塞
内
移
住
等
、
国
内
情
勢
は
不
安
要
因
を
残
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
、
明
帝
期
に
入
る
と
社
会
は
よ
う
や
く
安
定
し
て
く
る
。
巻
二
、
明
帝
紀
永
平
十
二
年

の
条
に
、

是
歳
、
天
下
安
平
、
人
無
徳
役
、
歳
比
登
稔
、
百
姓
股
富
、
粟
解
三
十
、
牛
羊
被
野
。

と
あ
る
が
、
度
遼
将
軍
設
置
の
永
平
八
年
段
階
も
こ
の
状
態
に
近
づ
き

つ
つ
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
内
地
の
富
強
を
背
景
と
し
て
さ
ら

な
る
辺
郡
兵
力
の
増
強
に
力
を
入
れ
る
だ
け
の
余
裕
が
生
ま
れ
た
。
巻
二
、
明
帝
紀
永
平
五
年
の
条
に
、

是
歳
、
発
遣
辺
人
在
内
郡
者
、
賜
装
銭
人
二
万
。

と
あ
り
、
辺
郡
恢
復
後
も
内
郡
に
残

っ
て
い
た
辺
郡
出
身
者
を
本
籍
地
に
送
還
し
て
い
る
の
も
そ
の

一
環
で
あ
る
。
後
も

み
る
よ
う
に
、
度
遼
将

　
お

　

軍
営

の
兵
力
供
給
源
は
、
内
郡
の
軍
備
撤
廃
後
河
北
、
三
輔
に
そ
れ
ぞ
れ
駐
留
し
て
治
安
を
維
持
し
て
い
た
黎
陽
、
虎
牙

両
営
で
あ

っ
た
。
こ
れ

も
内
地
の
治
安
回
復
が
両
営
の
兵
力
削
減
を
可
能
に
し
た
た
め
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
明
帝
は
か
か
る
状
況
を
踏
ま
え

て
、
南
北
匈
奴

の
間
に

立
ち
、
双
方
を
威
圧
す
る
だ
け
の
常
備
兵
力
を
、
内
郡
の
治
安
維
持
兵
力
か
ら
割

い
て
、
北
辺
に
設
置
し
得
る
と
考
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
に
関
連
し
て
、
巻
十
九
、
取
国
伝
に
、

(建
武

)
二
十
七
年
、
代
馬
勤
為
大
司
農
。
又
上
言
宜
置
度
遼
将
軍
、
左
右
校
尉
、
屯
五
原
以
防
逃
亡
。
永
平
元
年
卒
官
。
顕
宗
追
思
国
言
、

後
置
度
遼
将
軍
、
左
右
校
尉
、
如
其
議
焉
。

と
あ
り
、
建

武
末
年
に
取
国
が
度
遼
将
軍
を
設
置
し
て
南
匈
奴

の
塞
外
逃
亡
を
防
ぐ
よ
う
提
案
し
て
い
た
の
を
皇
太
子
時

代
の
明
帝
は
心
に
留
め

て
い
た
ら
し

い
。

　
　

　

永
平
八

(
六
五
)
年
、
前
年

の
北
匈
奴

の
遣
使
に
応
え
て
、
明
帝
は
永
平
初
年
よ
り

一
貫
し
て
禁
中
に
給
事
し
て
い
た
腹

心
の
鄭
衆
を
北
庭
に

派
遣
し
た
。

そ
の
時
の
様
子
、
及
び
度
遼
将
軍
の
設
置
を
伝
え
て
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
、

(永
平

)
八
年
、
遣
越
騎
司
馬
鄭
衆
北
使
報
命
、
而
南
部
須
卜
骨
都
侯
等
知
漢
与
北
虜
交
使
、
懐
嫌
怨
欲
畔
、
密
因

北
使
、
令
遣
兵
迎
之
。

鄭
衆
出
塞
、
疑
有
異
、
伺
侯
果
得
須
卜
使
人
、
乃
上
言
宜
更
置
大
将
、
以
防
二
虜
交
通
。
由
是
始
置
度
遼
営
、
以
中
郎
将
呉
巣
行
度
遼
将
軍

事
、
副
校
尉
来
苗

・
左
校
尉
閻
章

・
右
校
尉
張
国
将
黎
陽

・
虎
牙
営
土
屯
五
原
曼
柏
。
又
遣
騎
都
尉
秦
彰
将
兵
屯
美
稜
。



と
あ
る
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
朝
廷

の
北
匈
奴

へ
の
遣
使
に
不
安
を
感
じ
た
南
匈
奴

の
骨
都
侯
が
北
匈
奴

と
通
謀
し
て
反
乱
を
起
こ
そ

う
と
し

た
の
を
衆
が
探
知
し
、
「更
に
大
将
を
置
」
く
こ
と
を
上
言
し
て
は
じ
め
て
度
遼
将
軍
が
設
置
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、
前
述
の
事
情
か
ら
・
明

帝
は
当
初

か
ら
そ
の
設
置
を
企
図
し
て
お
り
、
そ
の
側
近
で
あ
る
衆
は
公
式
的
に
は
北
匈
奴

へ
の
使
者
で
あ

っ
た
が
、
加
え
て
帝
の
意
を
体
し
て

現
地
の
様
子
を
探
り
、
度
遼
将
軍
設
置
の
必
要
性
を
再
確
認
す
る
任
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
単

な
る
使
者
な
ら
ば
従
来

の
よ
う
に
中
郎
将
を
派
遣
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
敢
え
て
そ
れ
よ
り
も
秩

の
劣
る
越
騎
司
馬
の
衆
を
派
遣
し
た
の
は
異
例

で
あ
り

、
む
し
ろ
、
帝

の
側
近
た

る
衆
そ
の
人
の
遣
使
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
度
遼
将
軍
は
、
建
武
末
年
の
持
節
領
護
官
の
設
置
と
南
匈
奴

、
烏
桓
の
統
御
政
策
に
よ
っ
て
孤
立

し
た
北
匈
奴

の
巻
き
返

し
に
対
応
す
べ
く
、
南
北
匈
奴

双
方
を
威
圧
し
、
両
者
の

「交
通
」
を
阻
止
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
背
景
と
し
て
後

漢
の
国
力
向
上
、
治
安

の
回
復
に
よ

っ
て
黎
陽
、
虎
牙
両
営
か
ら
兵
力
を
割

い
て
北
辺
に
移
す
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
れ
ら
は
明
帝
が
皇
太
子
時
代
か
ら
構
想
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

か
く
し
て
、
南
匈
奴

、
烏
桓
を
そ
れ
ぞ
れ
統
御
の
対
象
と
し
た
硬
匈
奴

中
郎
将
、
護
烏
桓
校
尉
に
加
え
て
塞
外
の
北
匈
奴

を
も
視
野
に
入
れ
た

度
遼
将
軍
叢

置
さ
れ
た
。
従
来
の
持
節
領
讐

の
秩
は
比
二
千
石
で

あ
る
の
に
対
し
、
度
遼
将
軍
は
二
千
石

と
一
ラ

ン
ク
高
い
ば
か

り
か
・
大

規
喉
な
常
備
軍
を
有
す
る
地
方
駐
屯
の
常
置
将
軍
官
の
出
現
は
、
建
武
十

年
代
に
元
勲
層
が
兵
権
と
と
も
に
将
軍
号
を
奪

わ
れ
て
以
来
の
こ
と
で

あ
る
。
内
郡
に
於

い
て
は
洛
陽
、
黎
陽
、
三
輔
以
外
に
さ
し
た
る
常
鯖
備兵
力
を
持
た
な

い
後
漢
兵
制

の
中
に
あ

っ
て
、
三
校
尉

の
下
に
大
規
模
な

営
兵
を
持

ち
、
有
事
に
は
辺
郡
兵
や

「内
属
」
諸
民
族
を
指
揮
し
得
る

将
軍
官
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
初
代
任
官
者
呉
裳

以
降
・

安
帝
期
に
至
る
ま
で
正
確
に
は

「行
度
遼
将
軍
事
」

へ
の
任
命
が
あ
る
の
み
で
、
形
式
上
は
臨
時
任
命
の
ス
タ
イ
ル
を
と
り
続
け
た
の
は
、
光
武

帝
の
基
本

政
策
か
ら
逸
脱
す
る
常
設
将
軍
官

の
存
在
に
対
す
る
中
央
政
府
の
危
惧
を
表
わ
し
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
明
帝
永
平
八
年
の
度
遼
将
軍
の
設
置
に
よ
り
、
後
漢
の
北
方
政
策
は
新
段
階
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
る
。

三

後

漢

中

葉

以

降

の

新

展

開

度
遼
設

置
の
直
接
の
目
的
は
、
前
述

の
よ
う
に
南
北
匈
奴

「交
通
」

の
阻
止
で
あ
り
、
ま
た

『続
漢
書
』
巻
二
十
四
、
百
官
志

一
に
、

明
帝
初
置
度
遼
将
軍
、
以
衛
南
単
于

衆
新
降
有
二
心
者
。



と
あ
り
、
や
は
り
こ
れ
も
北
匈
奴

か
ら
南
幻
奴
に
降

っ
た
者
が
再
び
反
叛
す
る
の
を
監
視
す
る
、
と
の
意
味
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
後
北
旬

奴
に
対
す
る
討
伐
戦
が
相

つ
い
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
北
辺
に
お
け
る

一
大
兵
力
の
指
揮
官
と
し
て
、
北
征

軍
の

一
部
を
成
す
よ
う

に
な

っ
て
い
く
。
永
平
十
六

(七
三
)
年
に
は
呉
巣
は
太
僕
祭
形
と
と
も
に
河
東
、
北
地
、
西
河
の
完
胡
と
南
匈
奴
単
于

の
兵
を
率

い
て
出
撃
し

　お
　

　あ
　

て
お
り
、
和
帝
永
元
元

(
八
九
)
年
に
は
度
遼
将
軍
鄧

鴻
が
縁
辺
義
従
胡
と
南
匈
奴

左
賢
王
と
と
も
に
出
撃
し
て
い
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
出
撃
時
に
は
度
遼
将
軍
固
有
の
営
兵
も
出
征
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
官
は
有
事
に
は
胡
漢
連
合

軍
の
指
揮
官
と
し
て

の
性
格
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
使
匈
奴

中
郎
将
、
護
烏
桓
校
尉
、
及
び
章
帝
期
か
ら
常

置
化
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
護
羌

校
尉
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
和
帝
末
年
に
は
明
帝
以
来
の
度
重
な
る
討
伐
と
鮮
卑
の
勃
興
に
よ
っ
て
北
匈
奴

が
衰
滅
し
、
北
辺
か
ら
姿
を

消
す
と
、
南
北
匈
奴

の

遮
断
と

い
う

設
置
当
初
の
度
遼
将
軍
の
任
務
は
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
同
官
は
廃
止
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
後
漢
北
辺
の
重
鎮
と
し
て
よ
り
強

化
さ
れ
て
い
く
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
を
取
扱
う
。

設
立
当
初

の
任
務
を
失

っ
た
度
遼
将
軍
が
、
ま
ず
直
前
し
た
問
題
は
使
匈
奴

中
郎
将
と
の
関
係
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
、
永
元
二

(九
〇
)
年

の
こ
と
と
し
て
、

是
時
南

部
連
剋
獲
納
降
、
党
衆
最
盛
、
領
戸
三
万
四
千
、
口
二
十
三
万
七
千
三
百
、
勝
兵
五
万

一
百
七
十
。
故
事

(
使
匈
奴

)
中
郎
将
置
従

事
二
人
。
取
謹
以
新
降
者
多
、
上
増
従
事
十
二
人
。

と
あ
り
、
北
匈
奴

か
ら
の
新
降
胡
の
受
け
入
れ
に
よ
っ
て
南
匈
奴

の
人
口
が
膨
張
し
た
が
、
こ
れ
と
と
も
に
使
匈
奴

中
郎

将
の
役
割
は
い
よ
い
よ

重
大
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
同
官

の
駐
筍
地
で
あ
る
美
稜
か
ら
五
十
キ
ロ
と
離
れ
て
い
な
い
曼
柏
に
、
い
ま
や
相
似
た
性
格

の
官
と
な

っ

た
度
遼
将
軍
が
駐
筍
し
て
い
る
状
況
下
、
何
ら
軋
櫟
が
生
じ
な
か
っ
た
と
は
想
像
し
に
く

い
。
折
し
も
永
元
五

(九
三
)
年
、
新
降
胡
と
結
ん
だ

単
于
安

国
と
旧
来
の
部
民
に
人
望
が
厚
か

っ
た
左
賢
王
師
子
が
対
立
し
、
師
子
は
美
稷
を
離
れ
て
度
遼
将
軍
皇
甫
稜
の
下
に
入
り
、
そ
の
庇
護
を

受
け
た
た
め
、
単
于
安

国
が
憤
激
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
翌
六
年
、
稜
は
お
そ
ら
く
こ
れ
が
原
因
で
免
官
と
な
る
が
、
そ
の
後
安
国
は

か
ね
て
よ
り
不
和
で
あ

っ
た
使
匈
奴

中
郎
将
杜
崇
を
何
か
の
罪
状
で
訴
え
よ
う
と
し
た
た
め
、
崇
と
新
任

の
度
遼
将
軍
朱

徽
は
安
国
を
討
ち
、
死

に
至
ら
し
め
た
。
新
降
胡
は
こ
の
た
め
大
反
乱
を
起
こ
し
た
。
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
崇
、
徽
の
両
名
は

「胡
和
を
失
」
し
た
と
し
て
獄
死
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、
も
と
よ
り
大
量

の
新
降
胡
を
受
け
入
れ
て
複
雑
化
し
、
統
制
が
困
難
に
な

っ
た
南
匈
奴

社
会
そ

の
も
の
に
根
本



　
お

　

的
な
原
因

が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
度
遼
将
軍
が
い
わ
ば
第
二
の
使
匈
奴

中
郎
将
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
後
漢

の
統
御
体
制
の
曖

昧
さ
が
、
南
匈
奴

が
曼
柏
と
美
稜
の
二
拠
点
に
分
か
れ
て
対
立
す
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起

こ
し
た
と

い
え
よ
う
。

ま
た
、
巻
十
九
、
取
憂
伝
に
安
帝
初
年

の
こ
と
と
し
て
、

後
遷
行
度
遼
将
軍
事
。
憂
勇
而
有
気
数
侵
陵
使
匈
奴

中
郎
将
鄭
畿
。
元
初
元
年
、
坐
徴
下
獄
、
以
減
死
論
、
答
二
百
。

と
あ
る
が

、
こ
の
事
件
は
両
者
の
間
に
は
依
然
と
し
て
明
確
な
統
属
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
面
か
ら
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
永
初
五

(
二

一
)
年
、
度
遼
将
軍
梁
僅
は
莞
族
反
乱
の
鎮
圧
に
功
労

の
あ

っ
た
南
匈
奴

単
子
の

一
族
に
独
断
で

"莞
侯
"
の
印
綬
を
与
え
た
廉
で
下
獄
し
て
お

　
お
　

り
、
建
光

元

(
一
二
〇
)
年
に
は
再
び
度
遼
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
取
憂
の
南
匈
奴

に
対
す
る
徴
発
が
煩
劇
で
あ

っ
た
た

め
に
反
乱
が
起
こ
り
、
憂

　
　

　

は
ま
た
し
て
も
免
官
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
度
遼
将
軍
の
権
限
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ

っ
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

そ
の
反
省
か
ら
で
あ
ろ
う
、
元
初
元

(
一
一
四
)
年

の
取
憂
の
免
官
直
後
の
こ
と
と
し
て
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝

に
、

元
初

元
年
、
憂
免
。
以
烏
桓
校
尉
郵
遵
為
度
遼
将
軍
。
遵
、
皇
太
后
之
従
弟
、
故
始
為
真
将
軍
焉
。

と
あ
り
、

そ
の
李
賢
注
に
、

自
置
度
遼
将
軍
以
来
、
皆
権
行
其
事
、
今
始
以
鄧

遵
為
正
度
遼
将
軍
、
此
後
更
無
行
者
也
。

と
あ
り
、
政
治
的
実
力
者
の
任
命
を
契
機
と
す
る
度
遼
将
軍
の

「真
」
官
化
と

い
う
地
位
の
引
き
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
如
く
安
帝
期
は
莞
族
反
乱
が
拡
大
し

つ
つ
あ
り
、
北
方
で
は
鮮
卑
の
侵
掠
が
深
刻
に
な

っ
て
き
た
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し

た
中
で
、
巻
九
十
、
鮮
卑
伝
に
、

(元
初
)
六
年
秋
、
鮮
卑
入
馬
城
塞
、
殺
長
吏
。
度
遼
将
軍
鄧

遵
発
積
射
士
三
千
人
、
及

(使
匈
奴

)
中
郎
将
馬
続
率
南
単
于

、
与
遼
西
、

右
北
平
兵
馬
会
、
出
塞
追
撃
鮮
卑
、
大
破
之
、
獲
生
口
及
牛
羊
財
物
甚
衆
。
又
発
積
射
士
三
千
人
、
馬
三
千
匹
、
詣
度
遼
営
屯
守
。

と
あ
る
よ
う
な
度
遼
営
の
兵
力
増
強
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
王
朝
側
は
、
こ
の
時
期
か
ら
度
遼
将
軍
を
匈
奴

対
策
に
と
ど

ま
ら
ぬ
、
広
汎
な
任
務
を
持

つ
官
と
し
て
把
え
始
め
た
こ
と
が

一
応
想
定
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
確
か
め

て
い
く
。

そ
も
そ
も
度
遼
将
軍
な
る
名
称

の
由
来
は
、
前
漢
昭
帝
か
ら
宣
帝
に
か
け
て
遼
東
鳥
桓
や
西
域
方
面

の
匈
奴
を
討
ち
、
ま
た

一
方
で
莞
騎
を
率

ハ　
　

い
て
益
州

の
氏
族
の
反
乱
を
鎮
圧
し
た
萢
明
友
が
帯
び
て
い
た
将
軍
号
で
あ
る
。
『漢
書
』
巻
七
、
昭
帝
紀
元
鳳
三
年
の
条

の
応
勘
注
に
、

当
度
遼
水
往
撃
之

(烏
桓
を
指
す
)、
故
以
度
遼
為
官
号
。



と
あ
り
、
も
と
も
と
遼
水
を
渡

っ
て
烏
桓
を
討

っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
称
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
明
帝
永
平
八
年
の
南
北
匈
奴

の

連
携
防
止
と

い
う
後
漢
期
度
遼
将
軍
の
設
置
目
的
と
は
直
接
関
連
が
な
い
。
敢
え
て
い
え
ば
、
明
帝
は
広
域
に
わ
た
る

「
周
辺
」
諸
民
族
の
討
伐

に
従
事
し
た
萢
明
友
個
人
の
業
績
に
新
設
将
軍
を
な
ぞ
ら
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
推
測
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
巻
三
十
六
、
鄭
衆
伝

に
度
遼
将
軍
設
置
後
も
北
匈
奴

の
侵
攻
が
や
ま
な
い
の
で
、
帝
が
再
び
使
者
を
派
遣
し
よ
う
と
し
た
時
、
衆
が
こ
れ
を
諌
め
た
上
疏
を
載
せ
て
、

漢
使
既
到
、
便
偲
塞
自
信
。
若
復
遣
之
、
虜
必
自
謂
得
謀
、
其
群
臣
駁
議
者
不
敢
復
言
。
如
是
、
南
庭
動
揺
、
烏
桓
有
離
心
　
。
南
単
于

久

居
漢
地
、
具
知
形
執
、
万
分
離
析
、
旋
為
辺
害
。
今
幸
有
度
遼
之
衆
揚
威
北
垂
、
難
勿
報
苔
、
不
敢
為
患
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
鄭
衆
が
度
遼
営

の
存
在
自
体
が
南
北
匈
奴

の
み
な
ら
ず
烏
桓
を
含
め
た

「北
垂
」
全
体
を
威
圧
す
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
南
北
匈
奴

「
交
通
」
の
阻
止
が
度
遼
将
軍
の
公
式
の
職
掌
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
理
解
は
少

な
く
と
も
設
立
当
初

に
は

一
般
的

で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
北
匈
奴

の
討
伐
戦
に
度
遼
将
軍
が

「
内
属
」
諸
民
族
を
率

い
て
出
征
す
る
例
が
増
え
る
と
、
自
然
北
匈
奴

衰
滅
後

も
胡
漢
連
合

軍
の
軍
事
的
統
帥
官
と
し
て
の
性
格
を
持
続
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
安
帝
期
以
降
の
諸
民
族

の
反
乱
、
侵
攻
に
際
し
、
度
遼
将
軍
が

他
の
持
節
領
護
官
と
と
も
に
辺
郡
兵
や

.内
属
L
諸
民
族
を
率

い
て
軍
事
行
動
に
従
事
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な

い
。
た
と
、尺
ば
銑
族
反
乱
に
対

し
、
安
帝
元
初
三

(
=

六
)
年
、
度
遼
将
軍
郵
遵
は
南
匈
奴
単
于

と
左
鹿
叢
王
と
と
も
に
先
零
種
莞

の
族
長
零
昌
を
討

っ
て
お
り
、
鳥
桓
の
侵

　
れ

　

攻
に
つ
い
て
は
、
順
帝
陽
嘉
三

(
一
三
四
)
年
、
雲
中
に
冠
し
た
烏
桓
を
度
遼
将
軍
取
曄
が
討
伐
し
て
い
る
。
鮮
卑
に

つ
い
て
は
前
引
の
元
初
六

(
一
一
九
)
年
の
例
の
外
に
、
安
帝
建
光
元

(
一
二

一
)
年
、
烏
桓
校
尉
徐
常
を
馬
城
に
包
囲
し
た
鮮
卑
に
対
し
、
度
遼
将

軍
取
慶
は
幽
州
刺
史

寵
参
と
と
も

に
こ
れ
を
討

っ
て
い
疑
。
ま
た
、
順
帝
永
和
五

(
一
四
〇
)
年
に
起
こ
っ
た
南
匈
奴

の
反
乱
に
際
し
、
度
遼

将
軍
馬
続
、
使
匈
奴

中

　
れ

　

郎
将
梁
並
、
烏
桓
校
尉
王
元
が
縁
辺
兵
、
烏
桓
、
鮮
卑
、
莞
胡
を
動
員
し
て
鎮
圧
戦
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
傾
向

は
桓
帝
、
霊
帝
期
に
入

っ
て
い
よ
い
よ
顕
著
に
な
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
全
国
的
に
み
ら
れ
た
地
方
支

配
体
制
の
変
質
と
も
連

動
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
後
漢

一
代
の
地
方
制
度
が
魏
晋
的
な
そ
れ

へ
の
転
化
過
程
で
あ

っ
た
点
に
つ
い
て
は
既
に
先
学

の
指
摘
が

あ
り
周
知
に
属
す
る
が
、
そ
の
端
緒
は
光
武
期
の
郡
都
尉
の
廃
止
に
よ
る
郡
太
守
の
相
対
的
な
権
限
の
強
化

常
備
兵
力
の
存
続
し
た
辺
郡
に

　お
　

於
て
は
太
守
が
こ
れ
を
統
率
し
た
例
も
多
く
み
ら
れ
る
ー

に
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
州
刺
史
も
後
漢
期
を
通
じ
て
広
範
囲
か

つ
自
立
的
な
権
限

を
持

っ
た
郡

の
上
級
に
位
置
す
る
行
政
官
に
転
化
し
、
固
定
的
な
治
所
と
多
数
の
属
官
を
持
ち
、
ま
た
、
兵
権
を
も
掌
握
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。



特
に
流
賊

や
少
数
民
族
の
反
乱
、
侵
攻
に
よ

っ
て
各
地
で
軍
事
活
動
が
必
要
に
な

っ
た
安
帝
期
以
降
は
、
時
と
し
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
上
級

監
察
官
、
中
郎
将
、
謁
者
に
よ
る
監
督
を
受
け
つ
つ
も
、
州
刺
史
が
軍
事
、
民
政
両
面
に
わ
た
り
管
轄
地
域
の
包
括
的
な
統
治
を
お
こ
な
う
よ
う

ハゆ
　

に
な
っ
て

い
く
。

度
遼
将
軍
は
か
か
る
趨
勢
の
中
で
、
地
方
支
配
組
織
の
中
で
い
か
な
る
位
置
付
け
を
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
は
、
明
帝
永
平
八
年
に
呉
裳
が
新
設
の
度
遼
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
よ
り
、
順
帝
永
和
六

(
一
四

一
)
年
に
呉
武

の
任

命
に
至
る
ま
で
、
同
官

の
任
官
者
が
洩
れ
な
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
武
よ
り
後

の
任
官
者
に

つ
い
て
は
記
載
を
欠

い
て
い
る
。
む
ろ

ん
、
廃
止
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
『後
漢
書
』
等
か
ら
そ
の
後

の
任
官
者
を
検
索
す
る
と
、
古
い
順
に
徐
淑
、
陳
亀
、
李
膚
、
紳
属

、
張
奥
、
皇

甫
規
、
橋
玄
の
七
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
に
も
歴
代
の
護
羌
校
尉
任
官
者
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
南
匈
奴

伝
と
は
違

い
、
詳
細
な
記
述
が
終
わ
る
桓
帝
末
年
に
至
る
ま
で
任
官
者
の
着
任
、
活
動
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
順
帝
以
後
、
度
遼
将
軍
の

性
格
が
匈
奴

の
統
御
に
限
定
さ
れ
な
い
広
範
囲
な
任
務

各

「内
属
」
諸
民
族
の
統
御
、
塞
外
諸
民
族
に
対
す
る
威
圧
等
々

を
持

つ
官
と

し
て
公
式

に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
南
匈
奴

伝
に
そ
の
任
免
を
記
載
す
る
に
は
そ
ぐ
な
わ
な

い
も
の
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
想
定
が
で

き
る
。
以
下
、
桓
帝
以
降

の
度
遼
将
軍
関
係
の
史
料
か
ら
こ
の
点
を
探

っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
巻
五
十

一
、
陳
亀
伝
に
、

会
莞

胡
冠
辺
、
殺
長
吏
、
駆
略
百
姓
。
桓
帝
以
亀
世
諸
辺
俗
、
拝
為
度
遼
将
軍
。
亀
臨
行
、
上
疏
日
、
…
…
前
涼
州
刺
史
祝
良
、
初
除
到
州
、

多
所
糾
罰
、
太
守
令
長
、
既
罰
将
半
、
政
未
鍮
時
、
功
効
卓
然
。
実
応
賞
異
、
以
勧
功
能
、
改
任
牧
守
、
去
斥
姦
残

。
又
宜
更
選
匈
奴

・
烏

桓

・
護
羌
中
郎
将
校
尉
、
簡
練
文
武
、
授
之
法
令
、
除
井
涼
二
州
今
歳
租
更
、
寛
赦
罪
隷
、
婦
除
更
始
。
則
善
吏
知

奉
公
之
祐
、
悪
者
覚
営

私
之

禍
、
胡
馬
可
不
窺
長
城
、
塞
下
無
候
望
之
患
矣

。
帝
覚
悟
、
乃
更
選
幽

・
井
刺
史
、
自
営
郡
太
守
郡
尉
以
下
、
多
所
革
易
。
下
詔
、
為

陳
将

軍
除
井

・
涼

一
年
租
賦
、
以
賜
吏
民
。
亀
既
到
職
、
州
郡
重
足
震
標
、
鮮
卑
不
敢
近
塞
、
省
息
経
用
、
歳
以
億

計
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
か
ら
、
度
遼
将
軍
の
任
命
に
匈
奴

対
策
と
は
直
接
関
係
の
な
い
完
族
の
侵
掠
が
契
機
と
な

っ
て
い
る
こ
と
、
亀
が
着
任
に
あ

た
り
、
幽

、
井
、
涼
三
州

の
行
政
、
軍
事
、
塞
内
外
の
諸
民
族
対
策
全
般
を
視
野
に
入
れ
た
建
策
を
お
こ
な

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
実
際
に
任

に
就
い
た
亀
が

「州
郡
」
全
体
を
監
督
し
て
い
る
こ
と
等
が
わ
か
る
。
こ
う

い
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
時
期

桓
帝
初
年

と
思
わ
れ
る
ー

の
度

遼
将
軍
は
北
方
三
州
及
び
塞
外

の
広
範
な
管
轄
地
域
を
持

つ
に
至

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
六
十
七
、
李
膚
伝
に
、



永
寿

二
年
、
鮮
卑
冠
雲
中
、
桓
帝
聞
膚
能
、
乃
復
徴
為
度
遼
将
軍
。
先
是
、
莞
虜
及
疏
勅

・
亀
菰
数
出
攻
紗
張
抜

・
酒
泉

・
雲
中
諸
郡
、
百

姓
屡
被
其
害
。
自
麿
到
辺
、
皆
望
風
催
服
、
先
所
掠
男
女
、
悉
送
還
塞
下
。
自
是
之
後
、
声
振
遠
域
。

と
あ
り
、
巻
五
十
六
、
稗
嵩
伝
に
、

会
匈
奴

冠
井

・
涼
二
州
、
桓
帝
擢
嵩
為
度
遼
将
軍
。
日高
到
営
所
、
先
宣
恩
信
、
誘
降
諸
胡
、
其
有
不
服
、
然
後
加
討

。
莞
虜
先
時
有
生
見
獲

質
於
郡
県
者
、
悉
遣
還
之
。
誠
心
懐
撫
、
信
賞
分
明
、
由
是
莞
胡

・
亀
菰

・
渉
車

・
烏
孫
等
皆
来
順
服
。

と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
少
な
く
と
も
桓
帝
期
中
葉
に
は
度
遼
将
軍
は
他
の
持
節
領
護
官
に
は
み
ら
れ
な
い
広
域

の
諸
民
族
統
御
が
任
務

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
と
推
断
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
桓
帝
末
年
に
な
る
と
、
従
来
よ
り
問
題
と
な
っ
て
い
た
官
制
上
の
位
置
付
け
を
明
示
す
る
史
料
も
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
六
十
五
、

皇
甫
規
伝

に
、

徴
拝
度
遼
将
軍
、
至
営
数
月
、
上
書
薦

(使
匈
奴

)
中
郎
将
張
奥
以
自
代
日
、
…
…
伏
見
中
郎
将
張
奥
才
略
兼
優
、
宜
正
元
帥
、
以
従
衆
望
。

若
猶
謂
愚
臣
宜
充
軍
事
、
願
乞
冗
官
、
以
為
奥
副
。
朝
庭
従
之
、
以
奥
代
為
度
遼
将
軍
、
規
為
使
匈
奴

中
郎
将
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
度
遼
将
軍
と
使
匈
奴

中
郎
将
と
の
間
に

"正

・
副
"
の
恒
常
的
統
属
関
係

が
、
こ
の
時
期
-

延

烹
六

(
一
六
三
)
年
　

に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
巻
六
十
五
、
張
奥
伝
に
は
、

遷
度

遼
将
軍
、
数
載
間
幽
井
清
静
。
(延
喜
…)
九
年
、
徴
拝
大
司
農
、
鮮
卑
聞
奥
去
、
其
夏
遂
招
結
南
匈
奴

・
烏
桓
数
道
入
塞
、
或
五
六
千

騎
、
或
三
四
千
騎
、
冠
掠
縁
辺
九
郡
、
殺
略
百
姓
。
秋
鮮
卑
復
率
八
九
千
騎
入
塞
、
誘
引
東
莞
与
共
盟
誼
。
於
是
上
郡
沈
氏
、
安
定
先
零
諸

種
共
冠
武
威

・
張
腋
、
縁
辺
大
被
其
毒
。
朝
廷
以
為
憂
、
復
拝
奥
為
護
匈
奴

中
郎
将
、
以
九
卿
秩
督
幽

・
井

・
涼
三
州
及
度
遼

・
鳥
桓
二
営
、

兼
察
刺
史
、
二
千
石
能
否
。

　お
　

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
奥
は
護
匈
奴

中
郎
将
と
し
て
、
北
辺
三
州
及
び
度
遼
将
軍
、
護
烏
桓
校
尉
を
指
揮
監
督
下
に
入
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
前

述
の
統
属

関
係
と
矛
盾
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
九
卿
秩

と
い
う
度
遼
将
軍
よ
り

一
ラ
ン
ク
高

い
秩
を
得
て
い
る
点
、
彼
は
度
遼
将
軍
任
官
を
経
験
し
て
お
り
、
朝
廷
は
そ
の
時

の
功
績
を
再
び
期
待
し
て

い
る
点
、
こ
の
当
時
度
遼
将
軍
の
任
に
在

っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
皇
甫
規
で
あ

っ
た
点
か
ら
、
か

つ
て
存
在
し
た
奥
と
規
と
の
間
の

"正

・
副
"

の
関
係
は
官

こ
そ
交
替
し
た
が
存
続
し
て
お
り
、
奥
は
実
質
的
な
度
遼
将
軍
と
し
て
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ



に
せ
よ
、
奥
は
北
辺
三
州
の
広
域
支
配
、
南
匈
奴

、
鮮
卑
、
烏
桓
、
氏
、
莞

の
威
圧
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
た
め
に
は
こ
の
記

事
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
公
式
の
権
限
規
定
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
奥
が
少
府
に
転
じ
た
後
は
、
度
遼
将
軍
橋
玄
が
奥

の
任

務
を
引
き
継

い
だ
よ
う
で
あ
る
。
巻
五
十

一
、
橋
玄
伝
に
、

桓
帝
末
、
鮮
卑

・
南
匈
奴

及
高
句
朧
嗣
子
伯
固
並
畔
、
為
冠
紗
。
四
府
挙
玄
為
度
遼
将
軍
、
仮
黄
鍼
。

と
あ
り
、
玄
は
皇
帝
よ
り
黄
銀
を
仮
さ
れ
て
任
に
就

い
て
お
り
、
お
そ
ら
く
奥
と
同
様
、
広
範
囲
な
権
限
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

霊
帝
初
年
ま
で
任
に
在

っ
た
橋
玄
の
後
、
建
安
五

(
二
〇
〇
)
年
の
官
渡

の
戦
い
後
、
鳥
桓
と
鮮
卑
を
擁
し
て
幽
州
に
拠

っ
て
い
た
鮮
于
輔
が

曹
操
に
よ

っ
て
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
約
三
十
年
間
、
度
遼
将
軍
は
史
料
に
現
わ
れ
な

い
。
そ
の

一
方
で
、
巻
七
十
三
、
劉
虞
伝
に
霊
帝
期
中
葉

の

こ
と
と
し
て
、

梢
遷
幽
州
刺
史
、
民
夷
感
其
徳
化
、
自
鮮
卑

・
烏
桓

・
夫
余

・
稼
額
之
輩
、
皆
随
時
朝
貢
、
無
敢
擾
辺
者
、
百
姓
歌
悦
之
。

と
あ
り
、
幽
州
刺
史
が
持
節
領
護
官
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
劉
虞
の
個
人
的
な
力
量
に
か
か
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
と

い
う

の
は
、
そ
の
後
、
中
平
年
間
に
劉
焉
が

「刺
史
の
威
軽
」
く
、
四
方
の
兵
冠
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
し
て
、
州
牧
の
設
置

　が
　

を
提
案

し
て
お
り
、
虞
の
業
績
は
当
時

の
州
刺
史
と
し
て
は
特
殊
な
部
類
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
州
刺
史
が
権

限
を
次
第

に
強
化
し
て
い
く
の
は
時
代

の
要
請
に
か
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
後

宗
正
に
転
じ
て
い
た
虞
は

張
純
が
鳥
桓
大
人
と
結
ん
で
反
乱
を
起
こ
す
と
、
か
つ
て
の
実
績
を
み
こ
ま
れ
て
宗
正
の
資
格
の
ま
ま
幽
州
牧
を
領
し
、
反
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
っ

た
。
新
設

の
州
牧
は
、
州
刺
史
の
権
限
強
化
の
傾
向
を
王
朝
が
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
決
定
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
州
単
位
の
広

域
支
配
体
制
が
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
霊
帝
初
期
ま
で
は
数
州
に
ま
た
が
る
広
域
支
配
を
お
こ
な

っ
て

い
た
度
遼
将
軍
の
存
在
す

る
余
地

は
な
く
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
史
料
か
ら
姿
を
消
す
の
は
、
あ
る
い
は
霊
帝
期
の
あ
る
時
点
で
廃
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ

な

い
。お

わ

り

に

以
上
論

じ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

後
漢

光
武
帝
期
に
設
置
さ
れ
た
使
匈
奴

中
郎
将
、
護
烏
桓
校
尉
、
護
羌

校
尉
等
の
持
節
領
護
官
は
、
前
漢
や
王
莽

期

の
そ
れ
ら
に
は
外
交
使
節



的
色
彩
が
強
か

っ
た
の
と
は
違

い
、
諸
民
族

の

「内
属
」
、
塞
内
移
住
と
い
う
後
漢
特
有

の
事
情
と
も
相
侯

っ
て
実
質
的
な
統
御
を
お
こ
な
う
た

め
の
も
の
で
あ

っ
た
。
特
に
漢
人
に
よ
る

「
領
護
」
に
な
じ
ま
な
か

っ
た
匈
奴

に
関
し
て
は
段
階
的
な
措
置
が
必
要
で
あ

っ
た
。
建
武
末
年
に
は

南
匈
奴

、
烏
桓
に
対
し
て
持
節
領
護
官
　

各
郡
長
史
を
通
じ
た
統
御
体
制
が
整
備
さ
れ
、
北
匈
奴

の
封
じ
込
め
は

一
応
成
功
し
た
。

明
帝
期

に
な
る
と
、
南
北
匈
奴

の
連
携
を
阻
止
し
、
双
方
を
軍
事
的
に
威
圧
す
る
た
め
に
、
度
遼
将
軍
が
あ
ら
た
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明

帝
の
皇
太
子
時
代
か
ら
の
構
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
漢

の
国
力
回
復

の
後
に
北
匈
奴

に
対
す
る
積
極
的
な
交
渉
に
出

る
た
め
の
布
石
の

一
つ

で
あ

っ
た
。

後
漢
期

中
葉
以
降
に
な
る
と
、
度
遼
将
軍
は
北
匈
奴

討
伐
戦
の

一
角
を
為
し
、
胡
漢
連
合
軍
の
指
揮
官
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
。
北
匈
奴

衰

滅
後
は
設
置
当
初
の
任
務
を
失

い
、
権
限
が
不
明
確
の
ま
ま
存
続
し
た
が
、
や
が
て
匈
奴

に
限
定
さ
れ
な
い
広
範
囲
の
民
族
を
統
御
対
象
に
持

つ

持
節
領
護

官
、
あ
る
い
は
北
辺
防
備
の
要
と
し
て
の
常
駐
将
軍
官
に
転
化
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
桓
帝
期
に
は
広
域
行
政
官
と
し
て
州
郡
の
監
督

を
も
お
こ
な
う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
が
、
霊
帝
期
に
は
州
刺
史

の
権
限
強
化

の
動
き
を
う
け
て
重
要
性
を
失

っ
た
。
他
の
持
節
領
護
官
も
州
刺
史

(州
牧
)

の
指
揮
下
に
入

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

度
遼
将
軍
は
結
局
魏
晋
期
に
な

っ
て
も
実
質
的
な
再
設
置
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
西
晋
に
は
州
刺
史
が
使
匈
奴

中
郎
将
等

の
持
節
領
護
官
を
兼
ね

へ
れ

　

る
と

い
う

形
で
、
魏
晋
的
な
州
鎮
支
配
の
中
に
少
数
民
族
統
御
機
能
が
吸
収
さ
れ
て
い
く
。
な
お
、
漢
末

の
両
公
孫
氏
や
涼
州

の
諸
軍
閥
、
ま
た

西
晋
滅
亡

前
後
の
北
方
諸
政
椎
　

王
凌
、
劉
現
、
慕
容
氏
、
段
氏
、
涼
州
張
氏
等
1

は
辺
境
州
鎮
か
ら
の
派
生
物
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
を
含

め
、
漢
末
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
の
少
数
民
族
統
御
体
制
の
推
移
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
す

べ
き
余
地
は
多

い
が
、
こ
の
問
題
は
次
稿

以
下
で
と

り
あ
げ
た
い
。

註

(
1
)

特
定
民
族
、
乃
至
地
域
等
を
冠
し
少
数
民
族

の
統
御
に
あ
た

る
中
郎
将
、
校
尉
を
、
安
作
璋

、
熊
鉄
基

「秦
漢
官
制
史
稿
』
下

(斉
魯
書
社
、

一
九
八
五
年

)
に
し

た
が

い
本
稿

に
於

い
て
も
持
節
領
護
官
と
総
称
す

る
。
な
お
、
両
氏
は
度
遼
将
軍
を
こ
の
中
に
入
れ

て
い
な
い
が
、
本
稿

で
は

こ
の
官
も
広
義
の
持
節
領
護
官
と
し
て

考
え
た

い
。

(
2
)

先
行
論
文

と
し
て
は
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
久
保
靖
彦

「後
漢
初
頭

の
鳥
桓
に

つ
い
て

護
鳥
桓
校
尉
に
関
す

る

一
考
察
1

(
『史
宛
』

二
四
ー

一
、

一

九

六

三

年

)。

同

「
戊

己
校

尉

設

置

の

目
的

に

つ
い

て
」

(
『史

苑

』

二

六

-

二

・
三
、

一
九

六

六
年

)。

内

田
吟

風

『北

ア

ジ

ア
史

研
究

』
匈
奴

篇

、
及

び

鮮
卑

柔

然

突



廠
篇

(
同
朋
舎
、

一
九
七

五
年
)
。
竹
園
卓
夫

「後
漢
安
帝
以
後
に
お
け
る
刺
史
の
軍
事

に
関
す

る
覚
え
書
き
」
(
『集
刊
東
洋
学
』

三
十
七
、

一
九
七
八
年
)
。
馬
長
寿

『烏
桓
与
鮮
卑
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
六
二
年
)
。
同

『氏
与
莞
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年

)。
安
氏
、
熊
氏
前
掲
書
。

(
3
)

久
保
氏
前
掲
両
論
文

に
よ
れ
ば
、
諸
史
料
に
は
護
鳥
桓
校
尉
、
護
羌

校
尉

の
設
置
を
宣
帝
期
、
戊
己
校
尉
の
設
置
を
元
帝
期
と
し
、
そ
れ
以
前

に
設
置
が
あ

っ
た
か

の
よ
う
に
記
す
史
料
は
誤
り

で
あ
る
と
す
る
。

(
4
)

『後
漢
書
』
巻
九
十
、
鳥
桓
伝
に
、

干
是
始
置
護
烏
桓
校
尉
、
秩
二
千
石
、
擁
節
監
領
之
、
使
不
得
与
匈
奴

交
通
。

と
あ
り
、
同
巻
八
十
七
、
西
羌
伝

に
、

時
先
零
莞
与
封
養
牢
姐
種
解
仇
結
盟
、
与
匈
奴

交
通
…
…
始
置
護
羌

校
尉
、
持
節
統
領
焉
。

と
あ

る
。
こ
れ
は

い
ず
れ
も
武
帝
の
時

の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
当
該
民
族
の
匈
奴

と
の
同
盟
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

つ
ま
り
外
交
的
な
目
的

の
た
め
に
両
校

尉
が
設
置
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(
5
)

内

田
氏
前
掲
書
。

(
6
)

工
藤
元
男

「睡
虎
地
秦
墓
簡

の
属
邦
律
を
め
ぐ

っ
て
」
(
『東
洋
史
研
究
』

四
十
三
-

一
、

一
九
八
四
年
)
に
よ
れ
ば
、
秦
代

に
於
て
は
、
内
臣
、
臣
邦
、
外
臣
邦

の

三
重

の
同
心
円
構
造
が
設
定
さ
れ
、
臣
邦
内
に
於
て
は
秦

の
法

が
限
定
的
に
及

ん
で

い
た
と
す
る
。

(
7
)

伊
瀬
仙
太
郎

「
秦
漢
の
界
別
政
策
と
莞
族

の
反
乱
」
(
『立
正
大
学

・
人
文
科
学
研
究
所
年
報
』

二
十

一
、

一
九

八
四
年
)。

(
8
)

建
武
十
年
に
先
零
種
が
諸
種
を
糾
合
し
て
反
乱
を
起

こ
し
た
が
、

こ
れ
が
鎮
圧
さ
れ
て
以
来
、
個
別
的
な
種
族

の
暴
動
こ
そ
頻
発
し
て
い
る
が
、
大
規
模
な
反
乱
は

章
帝
建
初
元
年
の
焼
当
完
迷
吾

の
反
乱
に
至
る
ま
で
見
当
た
ら
な
い
。

(
9
)

内

田
氏
前
掲
書
。

(
10
)

『後
漢
書
』

巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
。

(
11
)

浜
国
重
国

「光
武
帝

の
軍
備
縮
小
と
其

の
影
響
」

(
『秦
漢
晴
唐
史

の
研
究
』
上
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
六
年

)。

(
12
)

『続
漢
書
』

巻
二
十
八
、
百
官
志
五
。

(
13
)

前

引
王
沈

『魏
書
』
に
建
武

二
十
五
年

の
烏
桓
の
内
徒
先
と
さ
れ
た
遼
東
属
国
は
、
こ
の
時
点
で
は
存
在
せ
ず
、

こ
の
地
域

は
お
そ
ら
く
遼
東
西
部
都
尉

の
管
轄
区

域
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
津
田
左
右
吉

「
遼
東
属
国

の
性
格

に
就
き
て
」

(
『史
学
雑
誌
』
二
十
五
-
十
、

一
九

一
四
年
)
参
照
。

(
14
)

『後
漢
書
』
等
か
ら
、
十

一
の
属
国
を
検
索

し
得
る
が
、
そ
の
う
ち
広
漢
、
蜀
郡
、
健
為

、
張
摘
、
張
抜

居
延
、
遼
東

の
六
属
国
が
安
帝
期
の
設
置

で
あ
る
。
残

る

上
郡
、
西
河
の
両
属
国
は
和
帝
期

の
設
置
、
ま
た
安
定
属
国
は
光
武
期
、
金

城
属
国
は
和
帝
期
、
酒
泉
属
国
は
安
帝
期

に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で



き
る
。

(
15
)

『後
漢
書
』
巻
九
十
、
烏
桓
伝
。

(
16
)

『後
漢
書
』
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝

に
、

至

(
建
武

)
六
年

、
始
令
帰
徳
侯
劉
颯
使
匈
奴

、
匈
奴

亦
遣
使
来
献
、
漢
復
令
中
郎
将
韓
統
報
命
、
賂
遣
金
幣
、
以
通
旧
好
。

と
あ
り
、
巻

一
下
、
光
武
帝
本
紀
建
武
十
四
年

の
条
に
、

匈
奴

遣
使
奉
献
、
使
中
郎
将
将
報
命
。
(
李
賢
注

:
中
郎
将
劉
嚢
也

。
)

と
あ
り
、
同
建
武
二
十
二
年

の
条
に
、

匈
奴

萸
健
日
逐
王
比
遣
使
漁
陽
請
和
親
、
使

中
郎
将
李
茂
報
命
。

と
あ
る
。

(
17
)

『後
漢
書
』
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
。

(
18
)

栗
原
朋
信

「
漢
帝
国
と
周
辺
諸
民
族
」
(
『岩
波
講
座

・
世
界
歴
史
』

四
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
)
。
な
お
、

『後
漢
書
』
巻
三
十
六
、
鄭
衆
伝
に
明
帝
永
平
中

の

こ
と
と
し
て
、

是
時
北
匈
奴

遣
使
求
和
親
。
(
永
平
)
八
年
、
顕
宗
遣
衆
持
節
使
匈
奴

。
衆
至
北
庭

、
虜
欲
令
拝
、
衆
不
為
屈
。

と
あ
り
、
後
漢
と
北
匈
奴

の
間
に
は
依
然
臨
対
関
係
し
か
存
在

し
て
い
な
か

っ
た
。

(
19
)

蛮
夷
騎
都
尉
な
る
も

の
を
他

の
史
料
中
か
ら
検
索
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
お
、
『資
治
通
鑑
』

巻
四
十
三
、
建
武
九
年
条

の
胡
三
省
注
に
は
こ
れ
に

つ
い
て
、

「武
帝
開
西
南
夷
、
置

一
都
尉

」
と
あ
り
、
部
都
尉

の
前
身
的
な
存
在
と
解

し
て
い
る
。
辺
郡
都
尉

の
変
遷
に

つ
い
て
は
、
鎌

田
重
雄

「秦
漢
政
治
制
度
史

の
研
究
』

(
日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
六
二
年
)
。

(
20
)

内
蒙
古
文
物
工
作
隊
、
内
蒙
古
博
物
館

「
和
林
格
爾
発
見

一
座
重
要
的
東
漢
壁
画
墓
」

(
『文
物
』

一
九
七
四
ー

一
)。

(
21
)

『後
漢
紀
』
巻

八
、
建
武
二
十
七
年
の
条
。

『後
漢
書
』
巻
十
八
、
減
宮
伝
。

(
22
)

『後
漢
書
』
巻
八
十
八
、
西
域
伝
に
よ
れ
ば
、
分
裂
後

の
北
匈
奴

の
衰
弱
を

み
て
疹
車
王
賢

が
西
域
諸
国
を
制

圧
し
よ
う
と
し
た
が
、

や
が
て
北
匈
奴

が
再
び
こ
の

地
に
勢
力
を
伸
ば

そ
う
と
活
発
な
活
動
を

お
こ
な

っ
て
い
る
。

(
23
)

『後
漢
書
』

巻

一
下
、
光
武
帝
紀
。

(
24
)

同
右
。

(
25
)

浜
国
氏
前
掲
書
。

(
26
)

『
北
堂
書
紗
』

巻
三
十
九
引
く

『東
観
漢
記
』
に
、



建
武
中
、
太
子
及
山
陽
王
因
虎
責
中
郎
将
梁
松
請
衆
、
欲
為
通
引
籍
、
賂
遺
練
吊

、
衆
悉
辞
不
受
、
…
…
松
課
以
長
者
難
逆
。
衆
日
、
犯
禁
触
罪
、
不
如
守
法
而
死
。

太
子
及
王
皆
奇
之
。

と
あ
り
、
鄭
衆

は
明
帝
の
皇
太
子
時
代
か
ら
そ

の
評
価
は
高
く
、
『後
漢
書
』
巻
三
十
六
、
鄭
衆
伝

に
、

永
平
初
、
辟
司
空
府
、
以
明
経
給
事

中
、
再
遷
越
騎
司
馬
、
復
留
給
事
中
。

と
あ
り
、
明
帝
即
位
後
は
本
官
に
拘

ら
ず
、

一
貫
し
て
帝

の
側
近

で
あ

っ
た
。

(
27
)

『続
漢
書
』

巻
二
十

五
、
百
官
志

二
に
よ
れ
ば
中
郎
将

の
秩
は
比
二
千
石
。
同
巻
二
十
七
、
百
官
志
四
に
よ
れ
ば
越
騎
司
馬
の
秩
は
六
百
石
。
な
お
、
北
匈
奴

へ
の

遣
使

は
鄭
衆
以
外

に
そ
の
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
、

『後
漢
書
』
巻
四
十
五
、
衰
安
伝

に
、

(實

)
憲
日
衿
己
功
、
欲
結
恩
北
虜

、
乃
上
立
降
者
左
鹿
薮
王
阿
柊
為
北
単
于

、
置
中
郎
将
領
護
、
如
南
単
于

故
事
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
和
帝
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
北
匈
奴

も
南
匈
奴

に
対
す
る
の
と
同
様
、
そ
の
領
護
は
中
郎
将
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
北
旬

奴

へ
の
使
者
も
中
郎
将
が
そ
の
任
に
就
く
べ
き
で
あ

っ
た
と
想
定

さ
れ
る
。

(
28
)

『
続
漢
書
』

巻
二
十
八
、
百
官
志
五
。

(
29
)

同
巻

二
十
四
、
百
官
志

一
。

(
30
)

前
引
史
料

の
如
く
、
度
遼
営

に
は
黎
陽
、
虎
牙
両
営
の
兵
士
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
他
に
、
『後
漢
書
』
巻

二
、
明
帝
本
紀
永
平
八
年

の
条
に
、

詔
三
公
募
郡
国
中
都
官
死
罪
繋
因
、
減
罪

一
等
、
勿
答
、
詣
度
遼
将
軍
営
、
屯
朔
方

・
五
原
之
辺
県
。
妻
子
自
随
、
便
占
著
辺
県
。

と
あ
り
、
度
遼
営
に
属
す
る
弛

刑
の
兵
士
は
五
原
、
朔
方

の
各
地
に
分
散
し
て
駐
屯
し
た
。
こ
れ
ら
を
含

め
た
全
兵
力
が
膨
大
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
度
遼
将

軍

の
下
に
副
、
左

、
右

の
三
校
尉
が
存
在
す

る
点
か
ら
も
わ
か
る
。
(使
匈
奴

中
郎
将
は
副
校
尉

の
み
で
あ

る
。
)

(
31
)

浜
国
氏
前
掲
書
。

(
32
)

た
と
え
ば
、

『後
漢
書
』
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
に
、

以
護
羌

校
尉
馬
続
代
為
度
遼
将
軍
…
…
馬
続

(
使
匈
奴

)
中
郎
将
梁
並

・
烏
桓
校
尉
王
元
発
縁
辺
兵
及
鳥
桓

・
鮮
卑

・
莞
胡
合
二
万
余
人
。

と
あ
る

の
は
そ

の

一
例
。

(
33
)

『後
漢
書
』
巻
二
十
三
、
實
固
伝
。

(
34
)

同
右
、
實
憲
伝
。

(
35
)

手
塚
隆
義

「
南
匈
奴

の

〈
故
胡
〉
と

〈
新
降
〉
と
に

つ
い
て
」
(
『
史
苑
』
二
十
六
-
二

・
三
、

一
九
六
五
年

)。

(
36
)

『後
漢
書
』
巻
四
十
七
、
梁
僅
伝
。

(
37
)

同
右
、
巻
八
十
九
、
南
匈
奴

伝
。



(
38
)

『漢
書
』
巻
七
、
昭
帝
紀
。
及
び
巻
八
宣
帝
紀
。

(
39
)

『後
漢
書
』
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
。

(
40
)

同
右
、
巻
九
十
、
烏
桓
伝
。

(
41
)

同
右
、
巻
十
九
、
取
憂
伝
。

(
42
)

同
右
、
巻

八
十
九
、
南
匈
奴

伝
。

(
43
)

後
漢
初
期

の
例
と
し
て
、
『
後
漢
書
』
巻
二
十
、
祭
形
伝

に
、

当
是
時
、
匈
奴

・
鮮
卑
及
赤
山
烏
桓
連
和
彊
盛
、
数
入
塞
殺
略
吏

人
。
朝
廷
以
為
、
益
増
縁
辺
兵
、
郡
有
数
千
人
、
又
遣
諸
将
分
屯
障
塞
。
帝
以

形
為
能
、
建
武
十

七
年
拝
遼
東
太
守
。
至
則
励
兵
馬
、
広
斥
侯
。

と
あ
り
、
こ
の
時
期
各

辺
郡
に
は
数
千
人

の
兵
が
駐
屯
し
て
お
り
、
そ
の
指
揮
は
郡
太
守
に
委

ね
ら
れ
て

い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(44
)

竹
園
卓
夫

「
後
漢

・
魏

に
お
け
る
地
方
鎮
撫
に
関
す
る

一
考
察
」
(
『東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』

二
、

一
九

八
六
年
)
。

(45
)

大
庭
脩

「
漢

の
中
郎
将

・
校
尉
と
魏

の
率
善
中
郎

将

・
率
善
校
尉
」

(
『秦
漢
法
制
史

の
研
究
』
、
創
文
社
、

一
九
八
二
年

)
に
よ
れ
ば
、

こ
の
記
事
に
出
て
く
る
護

匈
奴

中
郎
将
に

つ
い
て
、
張
奥
が
九
卿
秩

(
中
二
千

石
)
の
資
格
を
持

っ
て
い
た
た
め
、
敢
え
て
異
例
の
官
名
を
採
用
し
た
と
す
る
。
た
だ
し
、

『後
漢
書
』
巻
七
、

桓
帝
紀
延
喜
…九
年

の
条
に
は

「
使
匈
奴

中
郎
将
張
奥
」
と
の
記
載
が
あ
る
か
ら
、
本
伝

の
記
事

は
単
な
る
誤
り
か
も
知
れ
な

い
。

(46
)

張
奥

の
監
督
下
に
護
先
校
尉
が
入

っ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
は
こ
の
当
時
護
羌

校
尉
段
穎
が
独
自

の
対
莞
鎮
圧
活
動
に
従
事

し
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
な
お
、

『後

漢
書
』
巻
六
十
五
、
段
穎
伝
に
よ
れ
ば
、
霊
帝
建
寧
元

(
一
六
八

)
年
に
穎
は
破
莞

将
軍
な
る
も
の
に
格
上
げ
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
張
奥
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え

て
の
措
置
と
思
わ
れ
る
。

(
47
)

『
三
国
志
』
魏
書
巻
三
十
、
公
孫
潜
伝
。

(
48
)

『後
漢
書
』
巻
七
十
五
、
劉
焉
伝
。

(
49
)

船
木
勝
馬

「鳥
桓
校
尉

・
匈
奴
中
郎
将
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

(
『江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
歴
史
篇
、
山
川
出
版
社
、

一
九
七
七
年

)。


